
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ステーションサービスで上記の情報にあるように、現場管理者から不当労働行為を受けま

した。明らかに労働組合法第７条違反です。加入にあたり理由を聞くことも不当労働行為で

す。管理者は「不当労働行為をやってはいけないと分かっているからやっていない」という

会社の回答は、やっぱり嘘だったのか！！ 

ＪＲ東労組横浜地本はステーションサービス協議会と連帯してたたかいます！ 
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